
育
児
休
業
等
実
態
調
査

１　
育
児
休
業
の
取
得
状
況

⑴
　
新
規
取
得
者
数
及
び
取
得
率

令
和
三
年
度
に
新
た
に
育
児
休
業
を
し
た

一
般
職
の
常
勤
の
国
家
公
務
員
（
以
下
「
常

勤
職
員
」
と
い
う
。）
は
、
五
、
六
七
二
人

（
男
性
三
、
六
五
四
人
、
女
性
二
、
〇
一
八

人
）
と
な
っ
て
お
り
、
前
年
度
に
比
べ
五
八

八
人
増
加
（
男
性
五
六
四
人
増
加
、
女
性
二

四
人
増
加
）
と
な
っ
て
い
ま
す
（
図
１
参

照
）。
ま
た
、
令
和
三
年
度
に
育
児
休
業
を

し
た
期
間
が
あ
る
常
勤
職
員
は
、
八
、
九
三

九
人
（
男
性
四
、
一
八
九
人
、
女
性
四
、
七

五
〇
人
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

令
和
三
年
度
に
新
た
に
育
児
休
業
を
し
た

一
般
職
の
非
常
勤
の
国
家
公
務
員
（
以
下

「
非
常
勤
職
員
」
と
い
う
。）
は
、
三
〇
六

人
（
男
性
七
人
、
女
性
二
九
九
人
）
と
な
っ

て
お
り
、
前
年
度
に
比
べ
三
〇
人
増
加
（
男

性
一
人
減
少
、
女
性
三
一
人
増
加
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
令
和
三
年
度
に
育
児
休

業
を
し
た
期
間
が
あ
る
非
常
勤
職
員
は
、
四

〇
一
人
（
男
性
一
〇
人
、
女
性
三
九
一
人
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
注
）�　
「
育
児
休
業
」
は
、
三
歳
に
達
す
る
ま
で

の
子
（
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
原
則
一
歳

　人事院は、仕事と家庭の両立支援のための制度等の検討に資するため、令和３年度における一般職の国家公務員の育
児休業等、介護休暇等、子の看護休暇及び自己啓発等休業の取得実態について調査を実施しました。
　新たに育児休業をした常勤職員は5,672人(男性3,654人、女性2,018人)となり、育児休業の取得率は男性62.9％、
女性105.2％(前年度は男性51.4％、女性99.6％)で、男性・女性とも過去最高となりました。

　 職員福祉局職員福祉課

人事行政報告

仕事と家庭の両立支援関係制度の
利用状況調査（令和３年度）の結果について

男性の育児休業取得率は過去最高の62.9％（一般職、常勤）

に
達
す
る
ま
で
の
子
）
を
養
育
す
る
た
め
に

休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
。

常
勤
職
員
の
育
児
休
業
の
取
得
率
を
見
る

と
、
男
性
六
二
・
九
％
、
女
性
一
〇
五
・
二
％

と
な
っ
て
い
ま
す
。
前
年
度
に
比
べ
、
男
性
は

一
一
・
五
ポ
イ
ン
ト
増
加
、
女
性
は
五
・
六
ポ

イ
ン
ト
増
加
（
前
年
度　
男
性
五
一
・
四
％
、

男性女性

取得者数（人）

令和
2年度

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 4,0003,500 4,500 5,000 5,500 6,000

1,9641,964 1,6791,679 3,6433,643

1,9941,994 3,0903,090 5,0845,084

平成
30年度

平成
29年度

令和
元年度

1,9101,910 1,3501,350 3,2603,260

2,0952,095 1,1821,182 3,2773,277

令和
3年度 2,0182,018 3,6543,654 5,6725,672

図１ 育児休業新規取得者数（常勤職員）

2022  11月号　人事院月報 02

人事院879_002_009_両立支援調査_cs6.indd   2 22/10/25   16:07



女
性
九
九
・
六
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
男
性
・

女
性
と
も
過
去
最
高
と
な
っ
て
い
ま
す
（
図
２

参
照
）。

（
注
）�　

令
和
三
年
度
の
「
取
得
率
」
は
、
令
和
三
年

度
中
に
子
が
生
ま
れ
た
職
員
（
育
児
休
業
の
対

象
職
員
に
限
る
）
の
数
（
ａ
）
に
対
す
る
同
年

度
中
に
新
た
に
育
児
休
業
を
し
た
職
員
数
（
ｂ
）

の
割
合
（
ｂ
／
ａ
）。（
ｂ
）
に
は
、
令
和
二
年

度
以
前
に
子
が
生
ま
れ
た
も
の
の
、
当
該
年
度

に
は
取
得
せ
ず
に
、
令
和
三
年
度
に
な
っ
て
新

た
に
取
得
し
た
職
員
が
含
ま
れ
る
た
め
、
取
得

率
が
一
〇
〇
％
を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
。

非
常
勤
職
員
の
育
児
休
業
の
取
得
率
を
見

る
と
、男
性
五
〇
・
〇
％
、女
性
一
〇
二
・
七
％

と
な
っ
て
い
ま
す
。

⑵
　
新
規
育
児
休
業
取
得
者
の
育
児
休
業
期
間

令
和
三
年
度
に
新
た
に
育
児
休
業
を
し
た

常
勤
職
員
の
休
業
期
間
の
平
均
は
、
七
・
一

月
（
男
性
一
・
八
月
、
女
性
一
六
・
七
月
）

（
前
年
度　
全
体
七
・
六
月
、
男
性
一
・
八

月
、女
性
一
六
・
六
月
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

休
業
期
間
の
分
布
状
況
を
見
る
と
、「
一

月
以
下
」
が
四
五
・
一
％
と
最
も
多
く
、
次

い
で
「
九
月
超
一
二
月
以
下
」
が
一
三
・

三
％
、「
一
月
超
三
月
以
下
」
が
一
一
・

九
％
の
順
と
な
っ
て
い
ま
す
（
図
３
参
照
）。

（
注
）�　
円
グ
ラ
フ
の
内
訳
は
、
四
捨
五
入
に
よ
る

端
数
処
理
の
関
係
で
、
そ
の
合
計
が
一
〇

〇
％
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
（
以
下
の
各

円
グ
ラ
フ
に
お
い
て
同
じ
）。

ま
た
、
休
業
期
間
の
分
布
状
況
を
男
女
別

に
見
る
と
、
男
性
は
一
月
以
下
の
職
員
が
六

九
・
九
％
を
占
め
、
そ
の
う
ち
「
二
週
間
以

上
一
月
以
下
」
が
五
〇
・
〇
％
と
最
も
多
く

な
っ
て
お
り
、
女
性
は
「
九
月
超
一
二
月
以

下
」
が
三
一
・
五
％
と
最
も
多
く
な
っ
て
い

ま
す
（
図
４
、
図
５
参
照
）。

女性

男性

令和2

男性取得率（％）女性取得率（％）

平成29 平成30 令和元 （年度）

18.118.1
21.621.6

28.028.0

51.451.4

99.799.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
99.699.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

99.599.5 100.0100.0

令和3

62.962.9

105.2105.2

図２ 育児休業取得率（常勤職員）

1月超
3月以下
11.9%

9月超
12月以下
13.3%

12月超
24月以下
10.9%

24月超
8.1%

6月超
9月以下
5.1%

1月以下
45.1%

3月超
6月以下
5.6%

図３ 育児休業期間の状況（男女計）

24月超
0.2%

5日未満
3.6%

5日以上
2週間未満
16.2%

1月超
3月以下
17.9%

2週間以上
1月以下
50.0%

3月超
6月以下
6.3%

6月超
9月以下
1.9%

9月超
12月以下
3.2%

12月超
24月以下
0.6%

図４ 育児休業期間の状況（男性）
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⑶
　
新
規
育
児
休
業
取
得
者
の
代
替
措
置

令
和
三
年
度
に
新
た
に
育
児
休
業
を
し
た

常
勤
職
員
に
係
る
代
替
措
置
の
状
況
を
見
る

と
、「
業
務
分
担
の
変
更
等
」
が
七
六
・

八
％
と
最
も
多
く
、次
い
で
「
任
期
付
採
用
」

が
一
一
・
五
％
と
な
っ
て
い
ま
す
（
図
６
参

照
）。

⑷
　
職
務
復
帰
等
の
状
況

令
和
三
年
度
に
育
児
休
業
を
終
え
た
常
勤

職
員
の
う
ち
、
育
児
休
業
中
に
退
職
し
た
者

又
は
職
務
復
帰
日
に
退
職
し
た
者
は
、
合
わ

せ
て
〇
・
九
％
と
な
っ
て
お
り
、
育
児
休
業

を
終
え
た
者
の
九
九
・
一
％
（
前
年
度
九
九

・
四
％
）
が
職
務
に
復
帰
し
て
い
ま
す
。

２ 　
配
偶
者
出
産
休
暇
及
び
育
児
参
加
の
た

め
の
休
暇
の
使
用
状
況

⑴
　
配
偶
者
出
産
休
暇

令
和
三
年
度
に
子
が
生
ま
れ
た
男
性
の
常

勤
職
員
の
う
ち
、
配
偶
者
出
産
休
暇
を
使
用

し
た
職
員
の
割
合
は
九
二
・
二
％
（
五
、
五

二
〇
人
）（
前
年
度
九
一
・
八
％
（
五
、
五

二
一
人
））、
平
均
使
用
日
数
は
一
・
九
日

（
前
年
度
一
・
九
日
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

令
和
四
年
一
月
～
三
月
に
子
が
生
ま
れ
た

男
性
の
非
常
勤
職
員
（
配
偶
者
出
産
休
暇
の

使
用
対
象
で
あ
る
職
員
に
限
る
。）
の
う
ち
、

配
偶
者
出
産
休
暇
を
使
用
し
た
職
員
の
割
合

は
九
一
・
五
％
（
四
三
人
）、
平
均
使
用
日

数
は
一
・
九
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
注
）
⑴�　
「
配
偶
者
出
産
休
暇
」
は
、
妻
が
出
産

予
定
で
あ
る
又
は
出
産
し
た
男
性
職
員

（
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
こ
の
う
ち

勤
務
日
数
等
の
一
定
の
要
件
を
満
た
す

者
）
に
対
し
、
妻
の
出
産
に
伴
う
入
退

院
の
付
添
い
等
を
行
う
た
め
に
二
日
の

範
囲
内
で
与
え
ら
れ
る
特
別
休
暇
（
行

政
執
行
法
人
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
準

ず
る
休
暇
）。

（
注
）
⑵�　

非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
出
産
休
暇
に

つ
い
て
は
令
和
四
年
一
月
に
新
設
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
同
年
一
～
三
月
に
お
け

る
使
用
実
態
を
調
査
し
て
い
る
。

⑵
　
育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇

令
和
三
年
度
に
子
が
生
ま
れ
た
男
性
の
常

勤
職
員
の
う
ち
、
育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇

を
使
用
し
た
職
員
の
割
合
は
九
二
・
六
％

（
五
、
五
四
六
人
）（
前
年
度
九
二
・
一
％

（
五
、
五
四
〇
人
））、
平
均
使
用
日
数
は
四

・
六
日
（
前
年
度
四
・
六
日
）
と
な
っ
て
い

ま
す
。

令
和
四
年
一
月
～
三
月
に
子
が
生
ま
れ
た

男
性
の
非
常
勤
職
員
（
育
児
参
加
の
た
め
の

休
暇
の
使
用
対
象
で
あ
る
職
員
に
限
る
。）

9月超12月以下
31.5%

12月超24月以下
29.4%

6月超
9月以下
10.9%

3月超6月以下
4.3%

24月超
22.5%

1月超
3月以下
1.1%

1月以下
0.3%

図５ 育児休業期間の状況（女性）

併任
2.3%

業務分担の変更等
76.8%

非常勤職員の採用
0.5%

任期付採用
11.5%

配置換等
6.4%

臨時的任用
2.5%

図６ 代替措置の状況（男女計）
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の
う
ち
、
育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇
を
使
用

し
た
職
員
の
割
合
は
八
九
・
四
％
（
四
二

人
）、
平
均
使
用
日
数
は
四
・
六
日
と
な
っ

て
い
ま
す
。

（
注
）
⑴�　
「
育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇
」
は
、
妻

が
出
産
予
定
で
あ
る
又
は
出
産
し
た
男

性
職
員
（
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
こ

の
う
ち
勤
務
日
数
等
の
一
定
の
要
件
を

満
た
す
者
）
に
対
し
、
妻
の
産
前
産
後

期
間
中
に
、
そ
の
出
産
に
係
る
子
又
は

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

子
を
養
育
す
る
た
め
に
五
日
の
範
囲
内

で
与
え
ら
れ
る
特
別
休
暇
（
行
政
執
行

法
人
に
あ
っ
て
は
、こ
れ
に
準
ず
る
休
暇
）。

（
注
）
⑵�　

非
常
勤
職
員
の
育
児
参
加
の
た
め
の

休
暇
に
つ
い
て
は
令
和
四
年
一
月
に
新

設
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
同
年
一
～
三
月

に
お
け
る
使
用
実
態
を
調
査
し
て
い
る
。

⑶ 

　
配
偶
者
出
産
休
暇
及
び
育
児
参
加
の
た
め

の
休
暇
を
合
わ
せ
た
使
用
状
況

令
和
三
年
度
に
子
が
生
ま
れ
た
男
性
の
常

勤
職
員
の
う
ち
、
配
偶
者
出
産
休
暇
と
育
児

参
加
の
た
め
の
休
暇
を
合
わ
せ
て
五
日
以
上

使
用
し
た
職
員
の
割
合
は
八
七
・
一
％

（
五
、
二
一
三
人
）（
前
年
度
八
七
・
〇
％

（
五
、
二
三
五
人
））
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
配
偶
者
出
産
休
暇
又
は
育
児
参
加
の

た
め
の
休
暇
を
使
用
し
た
男
性
職
員
の
割
合

は
九
五
・
三
％
（
五
、
七
〇
三
人
）（
前
年

度
九
五
・
〇
％
（
五
、七
一
四
人
））
と
な
っ

て
い
ま
す
。

令
和
四
年
一
月
～
三
月
に
子
が
生
ま
れ
た

男
性
の
非
常
勤
職
員
（
配
偶
者
出
産
休
暇
及

び
育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇
の
使
用
対
象
で

あ
る
職
員
に
限
る
。）
の
う
ち
、
配
偶
者
出

産
休
暇
と
育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇
を
合
わ

せ
て
五
日
以
上
使
用
し
た
職
員
の
割
合
は
八

三
・
〇
％
（
三
九
人
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
配
偶
者
出
産
休
暇
又
は
育
児
参
加
の

た
め
の
休
暇
を
使
用
し
た
男
性
職
員
の
割
合

は
九
五
・
七
％
（
四
五
人
）
と
な
っ
て
い
ま

す
。

（
注
）�　
「
配
偶
者
出
産
休
暇
又
は
育
児
参
加
の
た

め
の
休
暇
を
使
用
し
た
男
性
職
員
」
に
は
、

ど
ち
ら
か
一
方
の
休
暇
の
み
使
用
し
た
場
合

と
両
休
暇
と
も
使
用
し
た
場
合
の
い
ず
れ
も

含
ま
れ
る
。

３　
育
児
短
時
間
勤
務
の
取
得
状
況

令
和
三
年
度
に
新
た
に
育
児
短
時
間
勤
務
を

し
た
常
勤
職
員
は
、一
六
一
人
（
男
性
三
四
人
、

女
性
一
二
七
人
）
と
な
っ
て
お
り
、
前
年
度
に

比
べ
一
三
人
増
加
（
男
性
五
人
増
加
、
女
性
八

人
増
加
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
令
和
三

年
度
に
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
た
期
間
が
あ
る

常
勤
職
員
は
、
二
八
八
人
（
男
性
四
一
人
、
女

性
二
四
七
人
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
注
）�　
「
育
児
短
時
間
勤
務
」
は
、
小
学
校
就
学
の

始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、

週
一
九
時
間
二
五
分
か
ら
二
四
時
間
三
五
分
ま

で
の
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
。

４　
育
児
時
間
の
取
得
状
況

令
和
三
年
度
に
新
た
に
育
児
時
間
を
取
得
し

た
常
勤
職
員
は
、
一
、
六
五
七
人
（
男
性
三
二

五
人
、女
性
一
、三
三
二
人
）
と
な
っ
て
お
り
、

前
年
度
に
比
べ
二
三
五
人
増
加
（
男
性
一
四
九

人
増
加
、
女
性
八
六
人
増
加
）
と
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
令
和
三
年
度
に
育
児
時
間
を
取
得

し
た
期
間
が
あ
る
常
勤
職
員
は
、
四
、
〇
九
〇

人
（
男
性
四
八
三
人
、
女
性
三
、
六
〇
七
人
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。

令
和
三
年
度
に
新
た
に
育
児
時
間
を
取
得
し

た
非
常
勤
職
員
は
、
二
四
人
（
男
性
一
人
、
女

性
二
三
人
）
と
な
っ
て
お
り
、
前
年
度
に
比
べ

一
五
人
減
少
（
男
性
二
人
減
少
、
女
性
一
三
人

減
少
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
令
和
三
年

度
に
育
児
時
間
を
取
得
し
た
期
間
が
あ
る
非
常

勤
職
員
は
、
四
七
人
（
男
性
三
人
、
女
性
四
四

人
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
注
）�　
「
育
児
時
間
」
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期

に
達
す
る
ま
で
の
子
（
非
常
勤
職
員
に
つ
い

て
は
三
歳
に
達
す
る
ま
で
の
子
）
を
養
育
す

る
た
め
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
ま
で
勤
務
し

な
い
こ
と
が
で
き
る
制
度
（
行
政
執
行
法
人

に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
制
度
）。
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介
護
休
暇
等
使
用
実
態
調
査

１　
介
護
休
暇
の
使
用
者
数

令
和
三
年
中
に
介
護
休
暇
を
使
用
し
た
常
勤

職
員
は
、
二
一
九
人
（
男
性
一
〇
六
人
、
女
性

一
一
三
人
）
と
な
っ
て
お
り
、
前
年
に
比
べ
一

七
人
増
加
（
男
性
一
五
人
増
加
、
女
性
二
人
増

加
）
と
な
っ
て
い
ま
す
（
表
１
参
照
）。

令
和
三
年
度
に
介
護
休
暇
を
使
用
し
た
非
常

勤
職
員
は
、
七
八
人
（
男
性
一
〇
人
、
女
性
六

八
人
）
と
な
っ
て
お
り
、
前
年
度
に
比
べ
一
九

人
増
加
（
男
性
一
人
増
加
、女
性
一
八
人
増
加
）

と
な
っ
て
い
ま
す
（
表
２
参
照
）。��

（
注
）
⑴�　
「
介
護
休
暇
」
は
、
負
傷
、
疾
病
又
は
老

齢
に
よ
り
二
週
間
以
上
日
常
生
活
を
営
む
の

に
支
障
が
あ
る
家
族
（
以
下
「
要
介
護
者
」

と
い
う
。）
の
介
護
の
た
め
、
一
の
継
続
す

る
要
介
護
状
態
ご
と
に
通
算
し
て
六
月
の
期

間
内
（
三
回
ま
で
分
割
可
。
非
常
勤
職
員
に

つ
い
て
は
要
介
護
者
ご
と
に
通
算
し
て
九
三

日
の
期
間
内
。）
で
休
暇
を
使
用
で
き
る
制
度
。

（
注
）
⑵�　
常
勤
職
員
の
介
護
休
暇
等
に
つ
い
て
は
、

令
和
三
年
に
お
け
る
使
用
実
態
を
、
非
常
勤

職
員
の
介
護
休
暇
等
に
つ
い
て
は
令
和
三
年

度
に
お
け
る
使
用
実
態
を
調
査
し
て
い
る
。

２　
介
護
時
間
の
使
用
者
数

令
和
三
年
中
に
介
護
時
間
を
使
用
し
た
常
勤

職
員
は
、
六
四
人
（
男
性
一
九
人
、
女
性
四
五

人
）
と
な
っ
て
お
り
、
前
年
に
比
べ
九
人
減
少

（
男
性
八
人
減
少
、
女
性
一
人
減
少
）
と
な
っ

て
い
ま
す
（
表
３
参
照
）。

令
和
三
年
度
に
介
護
時
間
を
使
用
し
た
非
常

勤
職
員
は
、
一
三
人
（
男
性
一
人
、
女
性
一
二

（人）

全体
男性 女性

219 106 113

（人）

全体
男性 女性

78 10 68

（人）

全体
男性 女性

64 19 45

（人）

全体
男性 女性

13 1 12

人
）
と
な
っ
て
お
り
、
前
年
度
と
同
数
（
男
性

一
人
減
少
、
女
性
一
人
増
加
）
と
な
っ
て
い
ま

す
（
表
４
参
照
）。

（
注
）�　
「
介
護
時
間
」
は
、要
介
護
者
の
介
護
の
た
め
、

連
続
す
る
三
年
の
期
間
内
で
一
日
に
つ
き
二
時

間
以
内
で
休
暇
を
使
用
で
き
る
制
度
。

３　
職
員
と
要
介
護
者
の
続
柄
の
状
況

常
勤
職
員
の
介
護
休
暇
、
介
護
時
間
の
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
、
職
員
と
要
介
護
者
の
続
柄
を

見
る
と
、介
護
休
暇
は
「
父
母
」
が
最
も
多
く
、

次
い
で
「
子
」、「
配
偶
者
」
の
順
と
な
っ
て
お

り
、
介
護
時
間
は
「
子
」
が
最
も
多
く
、
次
い

で
「
父
母
」、「
配
偶
者
」
の
順
と
な
っ
て
い
ま

す
。
職
員
の
性
別
ご
と
に
見
る
と
、
男
性
職
員

は
、
い
ず
れ
の
制
度
も
「
父
母
」
が
最
も
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
女
性
職
員
に
つ
い
て
、
介
護

休
暇
は
「
父
母
」
が
、
介
護
時
間
は
「
子
」
が

最
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
（
表
５
、
表
６
参
照
）。

（
注
）
⑴�　
表
５
～
表
10
に
お
い
て
構
成
比
は
、
そ
れ

ぞ
れ
四
捨
五
入
し
て
い
る
た
め
、
内
訳
の
計

が
合
計
と
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。

（
注
）
⑵�　
表
５
、
表
６
、
表
10
に
お
い
て
「
－
」
は

該
当
す
る
職
員
が
い
な
い
こ
と
を
示
す
。

４　
介
護
休
暇
の
使
用
パ
タ
ー
ン
の
状
況

常
勤
職
員
の
介
護
休
暇
に
つ
い
て
、
使
用
パ

タ
ー
ン
を
見
る
と
、
主
と
し
て
全
日
の
休
暇
を

表１ 介護休暇の使用者数（常勤職員）

表２ 介護休暇の使用者数（非常勤職員）

表３ 介護時間の使用者数（常勤職員）

表４ 介護時間の使用者数（非常勤職員）
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合計 配偶者 父母 子 配偶者の父母 祖父母 兄弟姉妹 その他

全体 100.0% 21.5% 52.5% 22.8% － 0.9% 1.8% 0.5%

男性 100.0% 33.0% 45.3% 19.8% － 0.9% 0.9% －

女性 100.0% 10.6% 59.3% 25.7% － 0.9% 2.7% 0.9%

合計 配偶者 父母 子 配偶者の父母 祖父母 兄弟姉妹 その他

全体 100.0% 6.3% 42.2% 50.0% － － 1.6% －

男性 100.0% 15.8% 57.9% 21.1% － － 5.3% －

女性 100.0% 2.2% 35.6% 62.2% － － － －

合計
主として全日 主として時間

主として
連続

主として
断続

主として
連続

主として
断続

100.0% 71.7% 21.5% 4.1% 2.7%

合計 1月以下 1月超
2月以下

2月超
3月以下

3月超
4月以下

4月超
5月以下

5月超
6月以下 うち6月

100.0% 24.2% 22.4% 15.1% 7.8% 5.0% 25.6% 21.5%

連
続
し
て
使
用
し
た
職
員
の
割
合
は
、
七
一
・

七
％
と
な
っ
て
お
り
、
主
と
し
て
断
続
し
て
使

用
し
た
職
員
を
合
わ
せ
る
と
、
主
と
し
て
全
日

の
休
暇
を
使
用
し
た
職
員
は
、
九
三
・
二
％
と

な
っ
て
い
ま
す
（
表
７
参
照
）。

５　
介
護
休
暇
の
指
定
期
間
の
状
況

常
勤
職
員
の
介
護
休
暇
に
つ
い
て
、
指
定
期

間
の
分
布
状
況
を
見
る
と
、「
五
月
超
六
月
以

下
」
が
二
五
・
六
％
と
最
も
多
く
、
次
い
で

「
一
月
以
下
」
が
二
四
・
二
％
、「
一
月
超
二

月
以
下
」
が
二
二
・
四
％
の
順
と
な
っ
て
い
ま

す
（
表
８
参
照
）。

６　
介
護
休
暇
の
分
割
取
得
の
状
況

令
和
三
年
中
に
介
護
休
暇
を
使
用
し
た
常
勤

職
員
の
う
ち
、
分
割
取

得
を
し
た
職
員
の
割
合

は
、二
八
・
八
％
と
な
っ

て
い
ま
す
（
表
９
参
照
）。

７ 　
介
護
休
暇
使
用

後
の
状
況

常
勤
職
員
に
つ
い

て
、
介
護
休
暇
使
用

後
の
状
況
を
見
る
と
、

職
員
に
よ
る
介
護
が

不
要
と
な
っ
た
職
員

は
五
二
・
一
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
職
員
の
介
護
が
必
要

な
場
合
、
最
も
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
制
度
は
短

期
介
護
休
暇
と
な
っ
て
い
ま
す
（
表
10
参
照
）。

子
の
看
護
休
暇
使
用
実
態
調
査

令
和
三
年
中
に
子
の
看
護
休
暇
を
使
用
し
た

常
勤
職
員
は
、
一
五
、
八
五
五
人
（
男
性
一
〇
、

一
二
一
人
、女
性
五
、七
三
四
人
）
と
な
っ
て
お
り
、

前
回
調
査
（
令
和
元
年
）
に
比
べ
一
、
四
六
四
人

減
少
（
男
性
八
一
四
人
減
少
、
女
性
六
五
〇
人
減

少
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
均
使
用
日
数

は
三
・
四
日
（
男
性
三
・
二
日
、女
性
三
・
九
日
）

と
な
っ
て
い
ま
す
（
表
11
参
照
）。

表５ 職員と要介護者の続柄の状況（介護休暇：常勤職員）

表６ 職員と要介護者の続柄の状況（介護時間：常勤職員）

表７ 介護休暇の使用パターンの状況（常勤職員）

表８ 介護休暇の指定期間の状況（常勤職員）

合計 分割取得
あり

分割取得
なし

100.0% 28.8% 71.2%

表９ 介護休暇の分割取得の状況（常勤職員）
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（
注
）
⑴�　
「
子
の
看
護
休
暇
」
は
、
小
学
校
就
学
の

始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
職
員

が
、
そ
の
子
の
看
護
の
た
め
に
使
用
で
き
る

特
別
休
暇
（
一
年
に
五
日
（
子
が
二
人
以
上

の
場
合
は
一
年
に
一
〇
日
））。

（
注
）
⑵�　

常
勤
職
員
の
子
の
看
護
休
暇
に
つ
い
て

は
、
令
和
三
年
に
お
け
る
使
用
実
態
を
調
査

し
て
い
る
。

令
和
三
年
度
に
子
の
看
護
休
暇
を
使
用
し
た

非
常
勤
職
員
は
、
八
四
四
人
（
男
性
二
三
人
、

女
性
八
二
一
人
）
と
な
っ
て
お
り
、
前
回
調
査

（
令
和
元
年
度
）
に
比
べ
一
四
三
人
減
少
（
男

性
九
人
減
少
、
女
性
一
三
四
人
減
少
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
均
使
用
日
数
は
三
・
一

日
（
男
性
二
・
七
日
、
女
性
三
・
一
日
）
と

な
っ
て
い
ま
す
（
表
12
参
照
）。

（
注
）�　

非
常
勤
職
員
の
子
の
看
護
休
暇
は
、
一
の
年

度
に
つ
い
て
付
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
令
和

三
年
度
に
お
け
る
使
用
実
態
を
調
査
し
て
い
る
。

合計 小計
職員による介護が不要

対象者が
死亡

対象者が
治癒

家族等が
介護

介護施設
へ入所 その他

100.1% 52.1% 20.3% 13.5% 8.3% 5.7% 4.2%

小計
引き続き職員が介護

不明早出遅出
勤務を利用

フレックスタ
イム制を利用

介護時間
を利用

年次休暇
を利用

短期介護
休暇を利用

欠勤して
介護 その他 退職して

介護

46.4% 3.1% 4.7% 5.2% 10.9% 13.0% － 4.7% 4.7% 1.6%

複数回答

自
己
啓
発
等
休
業
実
態
調
査

令
和
三
年
度
に
新
た
に
自
己
啓
発
等
休
業
を

し
た
常
勤
職
員
は
、
一
六
人
（
男
性
七
人
、
女

性
九
人
）
と
な
っ
て
お
り
、
前
回
調
査
（
令
和

元
年
度
）
に
比
べ
一
〇
人
減
少
（
男
性
五
人
減

少
、
女
性
五
人
減
少
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
休
業
事
由
別
に
見
る
と
、
大
学
等
に
お
け

る
修
学
が
一
六
人
、
国
際
貢
献
活
動
が
〇
人
と

な
っ
て
お
り
、
平
均
休
業
期
間
は
、
一
年
四
月

（
令
和
元
年
度
一
年
六
月
）
と
な
っ
て
い
ま
す

（
表
13
参
照
）。

（
注
）�　
「
自
己
啓
発
等
休
業
」
は
、
大
学
等
に
お
け
る

修
学
や
国
際
貢
献
活
動
を
希
望
す
る
常
勤
職
員
に

対
し
、
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
し
た
ま
ま
職

務
に
従
事
し
な
い
こ
と
を
認
め
る
休
業
制
度
。

表10 介護休暇使用後の状況（常勤職員）

全体
男性 女性

使用者数 15,855人 10,121人 5,734人

平均使用日数 3.4日 3.2日 3.9日

全体
男性 女性

使用者数 844人 23人 821人

平均使用日数 3.1日 2.7日 3.1日

表11 子の看護休暇の使用状況（常勤職員）

表12 子の看護休暇の使用状況（非常勤職員）

合　計
休業事由

大学等に
おける修学

国際貢献
活動

全体 16人
（26人）

16人
（23人）

０人
（３人）

男性 ７人
（12人）

７人
（12人）

０人
（０人）

女性 ９人
（14人）

９人
（11人）

０人
（３人）

平均休業期間 １年４月
（１年６月）

（注）各欄の（　）内は、前回調査（令和元年度）の結果による。

表13 自己啓発等休業の取得状況
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両立支援制度が職員に広く活用されるよう、
職員向けの周知リーフレット等を作成しています。

制度の詳細については、

以下のリンク先もご覧ください。

妊娠・出産・育児・介護と仕事の
両立支援のページ

妊娠・出産・育児・介護と仕事の
両立支援ハンドブック

09 人事院月報　No.879

仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査（令和３年度）の結果について人事行政報告
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